
一

（
外
交
防
衛
委
員
会
） 

国
際
民
間
航
空
条
約
第
五
十
条

の
改
正
に
関
す
る
二
千
十
六
年
十
月
六
日
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
署
名
さ
れ

（a）

た
議
定
書
及
び
国
際
民
間
航
空
条
約
第
五
十
六
条
の
改
正
に
関
す
る
二
千
十
六
年
十
月
六
日
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー

ル
で
署
名
さ
れ
た
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨 

　

国
際
民
間
航
空
機
関
は
、
一
九
四
四
年
（
昭
和
十
九
年
）
に
作
成
さ
れ
た
国
際
民
間
航
空
条
約
に
基
づ
き
、
国
際
民
間
航
空

の
安
全
な
、
か
つ
、
整
然
た
る
発
展
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
国
際
連
合
の
専
門
機
関
の
一
つ
と
し
て
国

際
民
間
航
空
に
関
連
す
る
技
術
、
経
済
、
法
律
等
の
各
分
野
に
お
い
て
活
発
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。 

　

こ
れ
ら
の
議
定
書
は
、
同
機
関
の
加
盟
国
数
の
増
加
に
伴
い
、
同
機
関
の
理
事
会
及
び
航
空
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て
同
機

関
の
加
盟
国
数
の
増
加
を
公
平
か
つ
適
切
に
反
映
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
二
○
一
六
年
（
平
成
二
十
八
年
）
十
月
に
モ

ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
同
機
関
の
第
三
十
九
回
総
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
議
定
書
の
主
な

内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
、
国
際
民
間
航
空
条
約
第
五
十
条

の
改
正
に
関
す
る
二
千
十
六
年
十
月
六
日
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
署
名
さ
れ
た
議
定
書 

（a）

 

　

１　

理
事
会
の
構
成
員
の
数
を
三
十
六
か
ら
四
十
に
増
加
す
る
。



二

 

　

２　

こ
の
議
定
書
は
、
百
二
十
八
の
締
約
国
の
批
准
に
よ
っ
て
効
力
を
生
ず
る
。

 
二
、
国
際
民
間
航
空
条
約
第
五
十
六
条
の
改
正
に
関
す
る
二
千
十
六
年
十
月
六
日
に
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
署
名
さ
れ
た
議
定
書

　

１　

航
空
委
員
会
の
委
員
の
数
を
十
九
か
ら
二
十
一
に
増
加
す
る
。 

 

　

２　

こ
の
議
定
書
は
、
百
二
十
八
の
締
約
国
の
批
准
に
よ
っ
て
効
力
を
生
ず
る
。

   


